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様
式
第
６
中
「資

本

」
を
「資

本
金

」
に
改
め
る
。

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
の
持
分
会
社

社
員

第
八
十
三
条
の
二
第
三
号
中
「
商
法
第
五
十
三
条
」
を
「
会
社
法
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指

定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
の
持
分
会
社

社
員

第
二
条
の
二
第
三
号
中
「
商
法
第
五
十
三
条
」
を
「
会
社
法
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
の
持
分
会
社

社
員

第
十
条
の
二
第
三
号
中
「
商
法
第
五
十
三
条
」
を
「
会
社
法
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
五
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
の
持
分
会
社

社
員

第
十
八
条
の
五
第
三
号
中
「
商
法
第
五
十
三
条
」
を
「
会
社
法
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業

省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
の
株
式
会
社

株
主

三

会
社
法
第
二
条
第
一
号
の
合
名
会
社
、
合
資
会
社
及
び
合
同
会
社

社
員

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
の
株
式
会
社

株
主

三

会
社
法
第
二
条
第
一
号
の
合
名
会
社
、
合
資
会
社
及
び
合
同
会
社

社
員

（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
か
ら
第
一
条
の
八
ま
で
を
削
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
四
十
一
条
ノ
三
第
七
号
及
び
」を
削
り
、

同
条
第
六
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
の
七
」
を
「
様
式
第
一
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
払
込
期
日
（
」
を
「
払
込
み
の
期
日
（
払
込
み
の
期
間
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
出
資
の
履
行
を
し
た
日
）
又
は
」
に
、「
営
業
報
告
書
」
を
「
事
業
報
告
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
当

該
株
式
の
発
行
を
決
議
し
た
」
の
下
に
「
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
、
取
締
役
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
面
、
又
は
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
に
つ
い
て
の
株
式
申
込
証
の
写
し
」
を「（
会
社
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
設
立
時
募
集
株
式
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式
に
限
る
。）の
引
受
け
の
申
込
み

又
は
そ
の
総
数
の
引
受
け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書
面
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

会
社
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
書
面

第
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
に
つ
い
て
の
株
式
申
込
証
の
写
し
」
を「（
会
社
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

設
立
時
募
集
株
式
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式
に
限
る
。）の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ

の
総
数
の
引
受
け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
営
業
報
告
書
又
は
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３

法
第
九
条
第
一
項
の
代
表
者
は
、
三
名
以
内
と
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
一
の
六
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
一
の
七
を
様
式
第
一
と
す
る
。

様
式
第
二
及
び
様
式
第
四
中「

３
発
行
価
額
」

を「
３
払
込
金
額
」

に
、

「
４
払
込
み
金
額
」

を「
４
払

込
金
額
の
総
額
」

に
改
め
る
。

様
式
第
六
別
表
三
中「

参
入
」

を「
算
入
」

に
改
め
る
。

（
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
十
二
条
の
八
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
銭
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部

改
正
）

第
二
十
四
条

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
十
二
条
の
八
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
銭
等
を
定
め
る
省

令
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
第
十
二
条
の
八
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
銭
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
一
条
を
削
り
、
第
二
条
を
第
一
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
二
中「

第
12条
の
８
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
銭
等
を
定
め
る
省
令
第
５
条
第
１
項
」

を「
第

24条
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
等
を
定
め
る
省
令
第
３
条
第
１
項
」

に
改
め
る
。

様
式
第
三
中「

第
12条
の
８
第
１
項
の
金
銭
の
要
件
等
を
定
め
る
省
令
第
５
条
第
２
項
」

を「
第
24条
第
１
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
等
を
定
め
る
省
令
第
３
条
第
２
項
」

に
改
め
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
四
章

業
務
の
制
限
の
解
除
（
第
十
三
条
e

第
十
六
条
）」を
「
第
四
章

特
許
業
務
法
人
（
第
十
二

第
五
章

業
務
の
制
限
の
解
除
（
第

条
の
三
e

第
十
二
条
の
七
）

十
三
条
e

第
十
六
条
）

」に
改
め
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章

特
許
業
務
法
人

（
会
計
帳
簿
）

第
十
二
条
の
三

法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
業
務
法
人
が
作
成
す
べ
き
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

２

会
計
帳
簿
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
第
十
二
条
の
五

に
お
い
て
同
じ
。）を
も
つ
て
作
成
及
び
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
業
務
法
人
の
会
計
帳
簿
に
計
上
す
べ
き
資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
そ
の
取
得
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
取
得
価
額
を
付
す
こ
と
が
適
切
で
な
い
資
産
に
つ

い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

償
却
す
べ
き
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
（
事
業
年
度
の
末
日
以
外
の
日
に
お
い
て
評
価
す
べ
き
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
、相
当
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
価
格
を
付
す
べ
き

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
原
価
よ
り
著
し
く
低
い
資
産
（
当
該
資
産
の
時
価
が
そ

の
時
の
取
得
原
価
ま
で
回
復
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価

二

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
減
損
が
生
じ
た
資
産
又
は
減
損
損
失
を
認
識
す
べ

き
資
産

そ
の
時
の
取
得
原
価
か
ら
相
当
の
減
額
を
し
た
額

６

取
立
不
能
の
お
そ
れ
の
あ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
に
取
り
立
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
額
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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